


 
 

 

５．支配株主等との取引に関する事項 

2021 年１月31日公表の「2021 年 10 月期 有価証券報告書」記載の【関連当事者情報】をご参照くだ

さい。 

 

６．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

支配株主との間で取引が発生するような場合、一般的な取引条件と同様に法令等を確認し、取

引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当性を十分に検討し、その決定が恣意的に行われる事

がないよう、社外取締役を含めた取締役会において審議を経た上で決定する方針としており、取引の

公正性、妥当性を確保することで少数株主保護に努めております。 

以上 


